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平成２６年３月１１日 

経 済 港 湾 委 員 会 

港湾空港局総務企画課 

港湾整備特別会計の抜本的改革について

１ 現 状 

（１）港湾特会（埋立事業）は、北九州港管理組合時代の事業を引き継ぎ、 

以来、４０年間、事業を継続している。 

（２）バブル経済の崩壊以降、地価下落や土地売却不振が続くなか、平成１８

年度の包括外部監査で「全ての分譲地が売却できたとしても、市債の全

てを償還することができない。」との指摘を受けた。 

（３）平成２２年度には、廃棄物処分場用地の無償譲渡など、一般会計からの

支援を盛り込んだ「経営健全化策」を策定した。

（４）平成２２年度から現在までの間、５０億円を超える土地売却収入をあげ

ているが、円高や東日本大震災の影響など、土地売却を取り巻く厳しい

環境が続き、公債償還基金への積立を抑制せざるを得ない状況である。 

（５）このままの状況が続けば、近い将来、一般会計からの繰入などが必要に

なることも想定される。また、本市の更なる活性化を図るためにも、早

急に港湾特会（埋立事業）の抜本的改革に取り組む必要がある。 

２ 港湾特会（埋立事業）の抜本的改革の実施 

（１） 収入増対策 

   ○（仮称）臨海部産業用地・分譲推進本部の設置 

（4月設置、本部長：梅本副市長）

    ＊市役所一丸となった、さらなる臨海部の土地の分譲促進。 

（２） 事業の見直し 

   ○新規埋立事業の見合わせ 

○一般会計が負担する場合の軽減策の検討 

    ＊一般会計の負担軽減及び平準化に繋がる三セク債の活用を検討。 

＊三セク債を活用する場合の条件として、平成25年度末までに 

抜本的改革に着手し、総務省に対し、活用する意向を表明する 

必要があることから、今年度中に意向表明を行う。 
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臨海部産業用地・分譲推進本部 の設置について （案）

港湾空港局が所管する臨海部産業用地のうち、響灘地区（響灘臨海工業団地）につい

ては、企業誘致の指針として 「グリーンエネルギーポートひびき」を展開の中心に据え、エ

ネルギー関連産業や物流産業の誘致を進め、これまでに分譲用地の 92% を売却した。 今

後も、洋上風車の総合拠点化に向け、更なる産業集積を図る。 

一方、「内航の拠点」として海運物流産業の集積を進めてきた新門司地区（マリナクロス

新門司）においては、臨海部特有の問題もあり厳しい状況が続いているが、平成 25 年度、

九州最大の輸出車両用モータープールを誘致した。 また、来年には、東九州自動車道

（門司～宮崎）が開通し、さらに、同港に就航するフェリーの大型化も予定されていることか

ら、拠点としての機能強化が進むことになる。

これを契機に、“更なる物流拠点化”の一環として「マリナクロス新門司」を重点地区に位

置づけ、推進本部を設置の上、分譲の促進に全力を傾けるもの。 

記 

１． 重点取組地区  「マリナクロス新門司」                  

２．推進本部の体制  

１） 名  称     臨海部産業用地・分譲推進本部 

２） 本部構成 

  ・委員会     梅本副市長（本部長）

関係局長・理事 

  ・部  会     港湾空港局・産業経済局 の関係部課長 

３．活動内容 

① 課題の再点検 

a. 近隣用地価格との乖離 

b. 諸規制（分区条例、港湾計画など） 

c. インフラの未完備 

d. その他の課題 （従業員の確保、南海トラフの影響など） 

② マーケティング（ターゲットとなる顧客の再整理） 

③ 活動計画の策定 

④ 分譲体制の再検討 
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第三セクター等改革推進債（三セク債）の概要 

第三セクター等改革推進債（以下、「三セク債」という）とは、地方公共団体が出

資する第三セクターや地方公社、公営企業などの整理または再生などの抜本的改革を

集中的に行うことができるよう、平成21年度から平成25年度までの時限措置とし

て設けられた地方債である。 

１ 三セク債を発行できる団体 

公営企業の廃止等に取り組む地方公共団体において、その取り組みが団体の財政

の健全な運営に資すると認められる場合に発行できる。 

２ 対象となる経費 

◆第三セクター（及び地方住宅供給公社） 

  地方公共団体が損失補償を行っている法人の法的整理等を行う場合に必要と 

なる当該損失補償に要する経費 

◆土地開発公社及び地方道路公社 

  公社の解散又は不採算事業の廃止を行う場合に必要となる地方公共団体が債 

務保証等を行っている公社借入金の償還に要する経費 

◆公営企業（特別会計） 

   公営企業（特別会計）の廃止を行う場合に必要となる経費 

・施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費 

・地方債の繰上償還に要する経費 

・一時借入金の償還に要する経費 等 

３ 対象期間 

平成21年度～25年度の時限措置（ 一定期間内の集中的な改革を推進） 

 ※経過措置として、発行は平成28年度まで延長される予定

※25年度末までに総務省に活用する意向を表明しておく必要がある。 

４ 必要な発行手続   

議会の議決 ⇒ 総務大臣又は都道府県知事の許可 

５ 償還年限      

原則10年以内。10年を超える償還年限を設定した事例あり。 

６ 財源措置 

   三セク債の支払利息の１／２、上限5億円について、特別交付税措置が講じら

れる。 
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資 料 

１ 土地売却状況 

（出典：調査 平成 24年度決算号） 

２ 資産と負債のバランス（平成２４年度末）

① 資産                  ② 負債 

売却中の分譲地 195億円  市債残高 529億円

公債償還基金積立金 90億円 売却のためのインフラ整備費等 60億円

廃棄物処分場用地 106億円

未竣功地等 68億円

計 459億円 計 589億円

差引（①－②） ▲130億円

３ 埋立事業の直接的効果（昭和39年度から平成21年度までの企業立地によるもの） 

 ・企業立地件数  844件 

  ・雇用人員  約 9,000人（推計値） 

  ・税収額   約 932億円（推計値） 

 ＊推計値は、立地企業ごとの立地面積や業種などをもとに、各種統計データを参考にして 

税収（法人市民税、固定資産税、都市計画税、事業所税）及び雇用人員を算定したもの。 
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【マリナクロス新門司】   ： 分譲残地 

【響灘臨海工業団地】   ： 分譲残地 

平成 26年 3月 11日
港湾空港局

平成 26年 3月 1日現在

未竣功 

平成 26年 3月 1日現在


